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意見項目 修正提案 修正理由 

第十四条

第 1項 

侵害被疑情報が権利者の主張する営業秘

密と実質的な区別がなく、かつ、営業秘密の

使用に対し実質的な影響がない場合、人民

法院は、侵害被疑情報と営業秘密とが反不

正当競争法第三十二条第二項にいう「実質

的に同一のもの」であると認定することが

できる。 

「営業秘密の使用に対し実質的な影響がな

い場合」について、その主旨がよく理解でき

ません。 

「誰による」使用をさしているのかも含め、

より明確にしていただければ幸いです。 

 


